
群
馬
県
の
生
活
環
境
を
保
全
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
三
十
九
号

群
馬
県
の
生
活
環
境
を
保
全
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
の
生
活
環
境
を
保
全
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
百
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第

目
次
中
「
第
三
章

水
質
の
保
全
に
関
す
る
規
制
等
（
第
十
八
条
―
第
三
十
条
の
八
）
」
を

三
章

水
質
の
保
全
に
関
す
る
規
制
等

第
一
節

特
定
排
出
水
の
排
出
の
規
制
等
（
第
十
八
条
―
第
三
十
条
の
八
）

第
二
節

利
水
障
害
等
の
原
因
と
な
る
特
定
指
定
物
質
の
適
正
な
管
理
等
（
第
三
十
条
の
九
―
第
三

に
改
め
る
。

十
条
の
十
五
）
」

第
三
章
中
第
十
八
条
の
前
に
次
の
節
名
を
付
す
る
。

第
一
節

特
定
排
出
水
の
排
出
の
規
制
等

第
十
九
条
第
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
五

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

第
十
九
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
十
七

塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー

二
十
八

一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン

第
三
章
中
第
三
十
条
の
八
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
二
節

利
水
障
害
等
の
原
因
と
な
る
特
定
指
定
物
質
の
適
正
な
管
理
等

（
特
定
指
定
物
質
）

第
三
十
条
の
九

条
例
第
四
十
七
条
の
規
則
で
定
め
る
化
学
物
質
は
、
次
に
掲
げ
る
物
質
と
す
る
。

一

ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

二

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

三

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

四

塩
素
酸
及
び
そ
の
塩

五

臭
素
酸
及
び
そ
の
塩

六

マ
ン
ガ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

七

鉄
及
び
そ
の
化
合
物

八

銅
及
び
そ
の
化
合
物

九

亜
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

十

フ
ェ
ノ
ー
ル
類
及
び
そ
の
塩
類

十
一

一
・
三
・
五
・
七｜

テ
ト
ラ
ア
ザ
ト
リ
シ
ク
ロ
［
三
・
三
・
一
・

一

］
デ
カ
ン
（
別
名

三
・
七

ヘ
キ
サ
メ
チ
レ
ン
テ
ト
ラ
ミ
ン
）

（
特
定
指
定
物
質
取
扱
事
業
者
）



第
三
十
条
の
十

条
例
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
工
場
又
は
事
業
場
の
設
置
者
は
、
次

に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
工
場
又
は
事
業
場
の
設
置
者
と
す
る
。

一

一
の
工
場
又
は
事
業
場
に
お
い
て
、
そ
の
年
度
に
製
造
し
、
貯
蔵
し
、
使
用
し
、
又
は
処
理

す
る
一
の
特
定
指
定
物
質
の
取
扱
量
の
合
計
の
質
量
が
、
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

施
設
の
破
損
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
、
特
定
指
定
物
質
を
含
む
水
が
当
該
工
場

又
は
事
業
場
か
ら
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

（
適
正
管
理
計
画
の
届
出
）

第
三
十
条
の
十
一

条
例
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
工
場
又
は
事
業
場
ご
と
に

別
記
様
式
第
十
一
号
の
四
に
よ
る
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
は
、
前
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
要
件
に
該
当
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
百
二
十
日

以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
取
扱
量
の
把
握
）

第
三
十
条
の
十
二

条
例
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法

と
す
る
。

一

そ
の
年
度
に
取
り
扱
う
特
定
指
定
物
質
の
質
量
を
計
測
す
る
方
法

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
年
度
に
取
り
扱
う
特
定
指
定
物
質
の
質
量
を
的
確
に
把

握
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
方
法

（
取
扱
量
の
届
出
）

第
三
十
条
の
十
三

条
例
第
四
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
工
場
又
は
事
業
場
ご
と
に

別
記
様
式
第
十
一
号
の
五
に
よ
る
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
は
、
特
定
指
定
物
質
取
扱
事
業
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
年
度
の
翌
年
度
の

六
月
三
十
日
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。
そ
れ
以
降
、
直
近
の
届
出
を
行
っ
た
年
度
の
取
扱
量
に

比
較
し
て
百
分
の
三
十
を
超
え
る
割
合
と
な
る
取
扱
量
の
増
減
が
あ
っ
た
と
き
も
同
様
に
前
項
の

届
出
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
届
出
事
項
の
変
更
等
の
届
出
）

第
三
十
条
の
十
四

条
例
第
四
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
特
定
指
定
物
質
の
適
正
な

管
理
を
図
る
た
め
の
計
画
若
し
く
は
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
又
は
同
項
第
三
号

に
規
定
す
る
特
定
指
定
物
質
の
取
扱
い
の
廃
止
の
届
出
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
十
一
号
の
六
、

特
定
指
定
物
質
取
扱
事
業
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
十
一
号

の
七
に
よ
る
届
出
書
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
は
、
そ
の
事
実
が
生
じ
た
と
き
か
ら
三
十
日
以
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

特
定
指
定
物
質
の
適
正
な
管
理
を
図
る
た
め
の
計
画
に
大
幅
な
変
更
が
生
じ
る
場
合
は
、
百
二
十

日
以
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
任
意
の
名
称
の
付
記
）

第
三
十
条
の
十
五

特
定
指
定
物
質
取
扱
事
業
者
は
、
条
例
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
に
係
る
特
定
指
定
物
質
の
使
用
そ
の
他
の
取
扱

い
に
関
す
る
情
報
が
秘
密
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
生
産
方
法
そ
の
他
の
事
業
活
動
に
有
用
な
技

術
上
の
情
報
で
あ
っ
て
公
然
と
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
特
定
指
定
物
質

の
名
称
に
併
せ
て
任
意
の
名
称
を
付
し
て
こ
れ
ら
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
任
意
の
名
称
を
付
し
て
条
例
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又



は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
し
た
者
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に

お
い
て
、
特
定
指
定
物
質
の
名
称
に
代
え
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
付
し
た
任
意
の
名
称
を
用
い
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
四
条
中
第
十
九
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
十
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

十
一

別
記
様
式
第
十
一
号
の
四
に
よ
る
届
出
書

十
二

別
記
様
式
第
十
一
号
の
五
（
別
紙
を
含
む
。
）
に
よ
る
届
出
書

十
三

別
記
様
式
第
十
一
号
の
六
に
よ
る
届
出
書

十
四

別
記
様
式
第
十
一
号
の
七
に
よ
る
届
出
書

別
表
第
八
中

「

ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素

化
合
物
、
亜
硝
酸
化
合
物
及
び

に
〇
・
四
を
乗
じ
た
も
の
、
亜
硝
酸
性
窒

を

硝
酸
化
合
物

素
及
び
硝
酸
性
窒
素
の
合
計
量
一
〇
〇
ミ

リ
グ
ラ
ム

」

「

ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素

化
合
物
、
亜
硝
酸
化
合
物
及
び

に
〇
・
四
を
乗
じ
た
も
の
、
亜
硝
酸
性
窒

硝
酸
化
合
物

素
及
び
硝
酸
性
窒
素
の
合
計
量
一
〇
〇
ミ

に
改
め
る
。

リ
グ
ラ
ム

一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

」

別
表
第
十
中

「

シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
四
ミ
リ
グ
ラ

を

チ
レ
ン

ム

」

「

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
シ
ス
―
一
・
二
―
ジ

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
及
び
ト
ラ
ン
ス
―
一
・

に
、

二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
合
計
量
〇
・

〇
四
ミ
リ
グ
ラ
ム

」

「

ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
亜
硝
酸
性
窒
素
及
び

化
合
物
、
亜
硝
酸
化
合
物
及
び

硝
酸
性
窒
素
の
合
計
量
一
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム

を

硝
酸
化
合
物

」

「

ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
亜
硝
酸
性
窒
素
及
び

化
合
物
、
亜
硝
酸
化
合
物
及
び

硝
酸
性
窒
素
の
合
計
量
一
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム

硝
酸
化
合
物

塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
二
ミ
リ
グ

に
改
め
る
。

ラ
ム

一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
五
ミ
リ
グ
ラ

ム

」



別
記
様
式
第
十
一
号
の
三
の
次
に
次
の
四
様
式
を
加
え
る
。



別記様式第１１号の４（第３０条の１１関係）

特定指定物質適正管理計画届出書

年 月 日

群馬県知事 あて

氏名又は名称及び住所並びに法人
届 出 者

にあっては、その代表者の氏名

群馬県の生活環境を保全する条例第４８条第１項の規定により、特定指定物質の適正な管理を図るための計画

について、次のとおり届け出ます。

工 場 又 は 事 業 場 の 名 称

工 場 又 は 事 業 場 の 所 在 地

特定指定物質の名称

任 意 の 名 称
取り扱う特定指定物質の名称
及び併せて付する任意の名称

特定指定物質の名称

任 意 の 名 称

特定指定物質の適正な管理を
別添のとおり

図るための計画

部 署

問 い 合 わ せ 先 氏 名

電話番号

※ 整 理 番 号

※ 受 理 年 月 日 年 月 日

※ 審 査 結 果

※ 備 考

備考 １ 工場又は事業場ごとに作成すること。
２ 特定指定物質の名称は、群馬県の生活環境を保全する条例施行規則第３０条の９各号に掲げる名称を

記載し、記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載すること。
３ 任意の名称は、群馬県の生活環境を保全する条例施行規則第３０条の１５第１項の規定により必要の

ある場合に記載すること。１つの特定指定物質に対し、１つの名称を付することとし、記入欄が不足す
る場合は、適宜欄を設けて記載すること。

４ ※印の欄には、記載しないこと。
５ 届出書及び別添計画の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格Ａ４とす

ること。



別記様式第１１号の５（第３０条の１３関係）

特定指定物質の取扱量の届出書

年 月 日

群馬県知事 あて

氏名又は名称及び住所並びに法人
届 出 者

にあっては、その代表者の氏名

群馬県の生活環境を保全する条例第４８条第３項の規定により、特定指定物質の取扱量について、次のとおり

届け出ます。

工 場 又 は 事 業 場 の 名 称

工 場 又 は 事 業 場 の 所 在 地

特 定 指 定 物 質 の 取 扱 量 別紙のとおり

部 署

問 い 合 わ せ 先 氏 名

電話番号

※ 整 理 番 号

※ 受 理 年 月 日 年 月 日

※ 備 考

備考 １ 工場又は事業場ごとに作成すること。

２ ※印の欄には、記載しないこと。

３ 届出書及び別紙の用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別紙

特定指定物質の名称及び取扱量

特定指定物質の名称

任 意 の 名 称

単位 ｋｇ
年度の取扱量

※ 備 考

特定指定物質の名称

任 意 の 名 称

単位 ｋｇ
年度の取扱量

※ 備 考

特定指定物質の名称

任 意 の 名 称

単位 ｋｇ
年度の取扱量

※ 備 考

特定指定物質の名称

任 意 の 名 称

単位 ｋｇ
年度の取扱量

※ 備 考

備考 １ 記入欄が不足する場合は、複数枚に分けて作成すること。

２ 特定指定物質の名称は、群馬県の生活環境を保全する条例施行規則第３０条の９各号に掲げる名称を

記載すること。

３ 群馬県の生活環境を保全する条例第４８条第１項の届出又は同条第４項の変更の届出において任意の

名称を付した場合は、特定指定物質の名称を用いず、当該届出を行った任意の名称のみを用いることが

できる。

４ 年度の記載は、取扱量を把握した届出対象年度のものとする。



別記様式第１１号の６（第３０条の１４関係）

（表面）

特定指定物質適正管理計画変更等届出書

年 月 日

群馬県知事 あて

氏名又は名称及び住所並びに法人
届 出 者

にあっては、その代表者の氏名

群馬県の生活環境を保全する条例第４８条第４項の規定により、特定指定物質の適正な管理を図るための計画

に係る事項の変更又は廃止について、次のとおり届け出ます。

変更前
氏名又は名称及び住所並びに法
人にあってはその代表者の氏名

変更後

変更前
工 場 又 は 事 業 場 の 名 称

変更後

変更前
工 場 又 は 事 業 場 の 所 在 地

変更後

特定指定物質の名称

任 意 の 名 称
変更前

特定指定物質の名称

任 意 の 名 称
取り扱う特定指定物質の名称
及び併せて付する任意の名称

特定指定物質の名称

任 意 の 名 称
変更後

特定指定物質の名称

任 意 の 名 称

特定指定物質の適正な管理を
別添のとおり

図るための計画

変 更 又 は 廃 止 の 理 由

部 署

問 い 合 わ せ 先 氏 名

電話番号



（裏面）

※ 整 理 番 号

※ 受 理 年 月 日 年 月 日

※ 審 査 結 果

※ 備 考

備考 １ 工場又は事業場ごとに作成すること。

２ 取り扱う特定指定物質については、変更又は廃止する特定指定物質に限らず、変更前に取り扱ってい

た特定指定物質及び変更又は廃止後に取り扱う特定指定物質を全て記載すること。

３ 特定指定物質の名称は、群馬県の生活環境を保全する条例施行規則第３０条の９各号に掲げる名称を

記載し、記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載すること。

４ 任意の名称は、群馬県の生活環境を保全する条例施行規則第３０条の１５第１項の規定により必要の

ある場合に記載すること。既に届出に使用した任意の名称がある場合は、当該届出に用いた任意の名称

を記載すること。

５ ※印の欄には、記載しないこと。

６ 届出書及び別添計画の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格Ａ４とす

ること。



別記様式第１１号の７（第３０条の１４関係）

特定指定物質取扱事業者の廃止届出書

年 月 日

群馬県知事 あて

氏名又は名称及び住所並びに法人
届 出 者

にあっては、その代表者の氏名

特定指定物質取扱事業者に該当しなくなったため、群馬県の生活環境を保全する条例第４８条第４項の規定に

より、次のとおり届け出ます。

工 場 又 は 事 業 場 の 名 称

工 場 又 は 事 業 場 の 所 在 地

該 当 し な く な っ た 年 月 日 年 月 日

該 当 し な く な っ た 理 由

※ 整 理 番 号

※ 受 理 年 月 日 年 月 日

※ 備 考

備考 １ 工場又は事業所が複数ある場合は、適宜欄を設けて記載すること。

２ ※印の欄には、記載しないこと。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
九
条
並
び
に
別
表
第

八
及
び
別
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十
の
改
正
規
定
は
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公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


